
面積要件の判断

(道路・河川・公園・生産緑地等の土地)
   受 　　①都市計画決定された都市施設内の土地等の有償譲渡　　　　　　　200㎡以上
   理 　　②都市施設の区域決定されていない土地の有償譲渡　市街化区域　5,000㎡以上
   書 　買い取り申出要件(法第5条関係)
   交 　　③法第4条第1項に規定する土地その他都市区域計画内の土地　　　　200㎡以上
   付

 用地取得計画に照らし、買い取り希望の可否を判断 　※要綱第9条

　　

　※要綱第９条

　　※①明らかに買い取り希望のない土地は、1週間以内に届出した者
　　　　に市長からその旨通知（要綱11条2項)（様式7号）
　　　② 明らかに用地不要の公共団体には通知されない

 その旨を市長から通知

 4条の届出後8条の譲渡

※要綱第9条

　　１
　　年

市長か 市長か 　　間
ら通知  　 届出等のあった日 ら通知 　　は

  　から3週間以内 　　法
　　第

届出又は市長通知から 　　４
3週間は協議主体以外 　　条
への譲渡が制限 　　の

 　　届
　　出
　　不
　　要

三田市三輪二丁目1番1号
 　　　　　総務部財産管理課(公拡法担当まで)℡079-563-1111(内線2317・2318)

 

　※要綱第15条

〒669-1595

メール　zaisankanri@city.sanda.lg.jp

協議が成立した場合 協議不成立の場合

　　　　※要綱第13条

協議主体と土地所有
者間で売買契約

用地取得

協議主体の
地方公共団体

土地所有者 協議結果の報告

協  　   議 ※要綱第12条

※要綱第8条4項　

土 地 所 有 者

取得希望の公共 制限期間経過後、第3者へ譲渡可

団体がある時

　※要綱第10条

買い取り希望申出

有償譲渡の届出

市長から地方公共等
へ照会

　　　明らかに買い取り希望がない場合

　※要綱第8条

三田市長

公拡法第2章　届出及び買い取り希望申出制度の解説図

土地所有者による届出・申出

　有償譲渡届出要件(法第4条関係)

　 　※要綱第7条

買い取り協議が不

成立の旨を通知

買い取り不成立通知

収用証明書の発行

協議主体となる

公共団体等を決定

地方公共団体等は買い取りの有無を回答


